
分類と外箱表示 陳列方法

要指導医薬品
販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行う
ため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられな
い場所に陳列します

一
般
用
医
薬
品

第一類医薬品
販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵
をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所
に陳列します

指定第二類
医薬品

第二類医薬品

第一類医薬品と同様、販売時に情報提供を行う機会を
確保しやすいよう、情報提供を行う場所（７ｍ以内）に陳
列します

第三類医薬品 直接手に取ることができる陳列でもよいとされています
が、当薬局では、情報提供を行いやすい場所に陳列し
ます

各種医薬品の陳列方法について


